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都市自治体の調査研究活動
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　当センターでは、全国の都市自治体及び都市自治体が設置する都市政策研究等を行う組織（市立

大学を含む。以下、「都市シンクタンク等」という。）の調査研究活動について、情報共有を図るこ

とで都市自治体の政策形成能力向上に資することを目的として、定期的に調査を実施している。本

稿では、2018年度の調査結果を報告する。なお、前年度までは、都市シンクタンク等に係るもの

のみを掲載していたが、今年度から、都市シンクタンク等と都市自治体全般に係る調査を同時に行っ

たため、両者を合わせて紹介する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

はじめに
　当センターでは、都市自治体及び都市シン
クタンク等の調査研究活動について、情報共
有を図ることで都市自治体の政策形成能力向
上に資することを目的として、定期的に調査
を実施している。
　2018 年度は、「平成 29 年度都市自治体の
調査研究活動に関するアンケート調査」及び

「シンクタンクカルテ」を実施した。これら
の調査の概要は、以下のとおりである。
◆調査対象
　全国 814 市区の全部門
　都市シンクタンク等 48 団体
◆調査内容
　2017 年度に実施した調査研究活動状況
◆調査方法
　メールによるアンケート

◆回答状況
　387 市区（回収率 約 47.5%）
　48 団体（回収率 100％）
◆調査研究活動件数
　959 本

1　調査研究活動の状況
（1）調査研究活動の分野
　回答のあった 387 市区及び 48 団体のう
ち、「調査研究活動を行った」のは 257 市区

（66.4%）・40 団体（83.3%）である。
　調査研究活動の分野は、「社会福祉・保健
医療関係」が 177 本であり、最も多い（18.5%）。
次いで「総合計画関係」が 159 本（16.6%）、

「経済・産業振興関係」が 131 本（13.7%）、「生
活基盤整備関係」が 104 本（10.8%）、「その
他特定課題 1」が 77 本（8.0%）と続き、上位
5 分野に属する調査研究が 648 本で全体の約

 
1　「その他特定課題関係」の具体的な内容は、空き家対策や人口減少対策が多い。

都市自治体・都市シンクタンク等の調査研究活動
～「社会福祉・保健医療」、「総合計画」等に重点を置く都市自治体と
  「経済・産業振興」、「地域づくり」に力を入れる都市シンクタンク等～

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志
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都市自治体・都市シンクタンク等の調査研究活動

7 割を占めている（図 1）。回答市区数等が異
なるため、2017 年度の調査結果 2 と正確に比
較することはできないが、都市自治体の調査
研究活動では、分野別の割合に大きな変化は
見られない。一方、都市シンクタンク等の調
査研究活動では、「地域づくり関係」及び「そ
の他自治体運営関係」が微増し、「教育・文化・
スポーツ振興関係」及び「その他特定課題関
係」が微減している（図 2）。

　表 3 は、調査研究活動の名称を一覧表にま
とめたものである。調査研究本数の上位 3 分
野について紹介する。

ア　社会福祉・保健医療関係

　「社会福祉・保健医療関係」では、社会福
祉事業の利用者に対する利用実態や事業への
評価を調査するものが散見され、量から質へ
の転換が強く意識されていることがわかる。
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図 1　調査研究活動分野
 
2　2017 年度にも同様の調査を実施している。結果については、「都市自治体の調査研究活動の現状と今後の展望―2016 年度

調査結果の比較分析―」（都市とガバナンス第 29 号，2018 年）を参照されたい。

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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都市自治体の調査研究活動

イ　総合計画関係

　「総合計画関係」では、2017 年度調査同様、
各種の市民意識調査が実施されており、超高
齢社会・人口減少社会の中で複雑多様化する
住民ニーズに対応した政策形成が進められて
いる。

ウ　経済・産業振興関係

　「経済・産業振興関係」では、観光や地場
産業の活性化に関する調査研究が多い。また、
数は少ないものの、地場産業への AI・IoT
の導入に向けた調査研究も見られる。地域の
人材不足の解消や新規ビジネスの創出に向け
た ICT 技術への都市自治体の期待の高さが
うかがえる。

（2）実施形態と成果
　調査研究活動の実施・参画主体は、「都市
自治体（都市自治体が設置するシンクタン
ク又は企画部門を除く）職員」であるもの
が 448 本（46.7%）であり、最も多い。次い
で「都市自治体の企画部門（都市自治体が設
置するシンクタンクを除く）の職員が 132 本

（13.8%）、「シンクタンク（都市自治体が設置
するものを除く）、コンサルティング会社の
職員」が 109 本（11.4%）である（表 1）。
　推進体制は、数が多い順に、「組織間グルー
プ研究」が344本、「その他 3」が330本（34.4%）、

「外部有識者参加研究会」が 152 本（15.8%）
となっている（図 3）。依然として、事業の
所管部署の職員が調査研究の中心的役割を担

図 2　調査研究活動分野の変化
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3　「その他」の具体的な内容は、外部のシンクタンク等への業務委託が多い。
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うことが多く、外部のシンクタンク等や有識
者の専門知識やノウハウを活用しながら取り
組んでいる（表 2）。

　こうした調査研究の成果は、報告書、白書
等としてとりまとめらているほか、政策提言
や施策・事業等に反映されている。 

表 1　調査研究活動の実施・参画主体（中心的役割に近い順に各 1つ）

1 位 2 位 3 位
1. 都市自治体が設置するシンクタンクの職員 108 8 10
2. 都市自治体の企画部門の職員（1 を除く） 132 67 22
3. 都市自治体の職員（1、2 を除く） 448 157 73
4. 他自治体の職員 8 33 16
5. シンクタンク、コンサルティング会社の職員（1 を除く） 109 193 48
6. 大学の研究者 73 51 28
7. 大学院生・大学生 4 24 12
8. 公益法人、NPO 法人の職員（1、5 を除く） 13 18 13
9. 市民（5、6、7 を除く） 21 39 97
10. その他 33 77 57
無回答 10 292 583

表 2　調査研究活動の実施・参画主体の変化

調査対象年度 2016 年度 2017 年度
実施・参画主体 1 位 2 位 3 位 1 位 2 位 3 位
1．都市自治体が設置するシンクタンクの
　 職員 11.4% 1.3% 0.3% 11.3% 0.8% 1.0%

2．都市自治体の企画部門の職員（1 を除く） 15.9% 6.2% 2.5% 13.8% 7.0% 2.3%
3．都市自治体の職員（1、2 を除く） 46.1% 18.5% 7.4% 46.7% 16.4% 7.6%
4．他自治体の職員 0.8% 1.8% 1.9% 0.8% 3.4% 1.7%
5．シンクタンク、コンサルティング会社の
　 職員（1 を除く） 12.5% 28.4% 5.2% 11.4% 20.1% 5.0%

6．大学の研究者 4.4% 5.2% 3.8% 7.6% 5.3% 2.9%
7．大学院生・大学生 0.7% 1.4% 1.3% 0.4% 2.5% 1.3%
8．公益法人、NPO 法人の職員（1、5 を除く） 2.7% 1.5% 1.4% 1.4% 1.9% 1.4%
9．市民（5、6、7 を除く） 4.0% 3.7% 8.4% 2.2% 4.1% 10.1%
10．その他 0.9% 5.8% 6.2% 3.4% 8.0% 5.9%
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図 3　調査研究の実施形態（複数選択可）

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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（3）調査研究活動の課題・問題点
　調査研究活動を行った際の課題や問題点
は、数が多い順に、「専門知識、ノウハウ不
足」が 87 市区、「アンケート有効回答件数不
足」が 70 市区、「要員数不足」が 52 市区となっ
ている（図 4）。 
 
2　都市シンクタンク等の活動の状況
（1）設置数及び設置形態
　次に、都市シンクタンク等の組織動向、活
動実績等について紹介する。
　2018 年 4 月 1 日現在の都市シンクタンク
等の設置数は 48 団体であり、2017 年度の 45
団体から増加している。
　設置形態の内訳は、「自治体の内部組織」
として機能している都市シンクタンク等が
27 団体（56.3％）であり、これまでと同様に
最も多い。次いで、「公益財団法人」が 9 団
体（18.8%）、「大学の付置機関」が 4 団体（8.3%）
と続いている（図 5）。なお、「その他」の内
容は、「常設の任意団体」、「常設の提言機構」、

「広域連合」、「NPO 法人」、「一般財団法人」
である。

（2）調査研究事業費
　調査研究事業費予算額の 1 団体あたりの平
均は 1,224 万円であり、2017 年度調査の 1,082
万円から増加した（図 6）。

（3）研究員数
　研究員数の 1 団体あたりの平均は、常勤 4.2
人、非常勤は 1.9 人である（図 7、図 8）。

図 6　調査研究事業費予算額

図 4　調査研究活動を行った際に生じた課題・問題点（複数選択可）

図 5　都市シンクタンク等の設置形態
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図 7　常勤研究員数
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おわりに
　当センターでは、調査研究活動の情報提供
及び都市調査研究交流会（2019 年 2 月開催
予定）を通して、今後も都市自治体等の調査
研究活動の現状を把握し、情報提供を行って
いきたい。
 （研究員　瀧澤里佳子） 

図 8　非常勤研究員数

都道府県名 市区名 調査研究名

北海道

札幌市

○札幌市における硬式野球場の配置検討に関わる調査・分析○札幌市庁内における地理空間
情報の効率的な運用管理についての調査業務○札幌市における墓地等のあり方の検討に向け
た基礎調査研究事業○市街地再開発事業の事後評価分析○ポートランド市を参考とした施策
に関する調査研究○ソーシャル・インパクト・ボンドに係る調査研究○先端技術による新ビ
ジネス創出と円山動物園の機能強化に向けた技術確立のための調査研究業務○市内中小製造
業への IoT 活用可能性調査○降雪期の屋外における IoT センサー等を活用した人流計測調
査業務

函館市
○函館市労務状況調査○函館市の景観行政検証報告書○町会アンケート○コンブ養殖技術改
良研究事業○磯焼け漁場機能診断・藻場造成技術開発研究事業○ホッケ資源量変動機構解明
研究事業○介護人材の確保・定着に関する実態調査

小樽市 ○小樽市における人口減少の要因分析及び有効な施策に関する小樽市と国立大学法人小樽商
科大学との共同研究○調査研究活動事業

室蘭市
○室蘭市標準学力調査○障害児通所支援を利用している子どもの保護者への調査○室蘭市都
市計画マスタープランの見直し及び室蘭市立地適正化計画の策定に向けた市民アンケート
○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査○在宅介護実態調査○介護保険事業所調査

帯広市
○総合計画策定に向けたアンケート調査○平成 29 年度男女共同参画に関する事業所意識調
査○第五期帯広市障害福祉計画及び第一期帯広市障害児福祉計画の策定に向けたアンケート
調査○とかち帯広空港利用者アンケート

稚内市
○まちづくりに関するアンケート調査○食育に関するアンケート調査○第 2 次稚内市環境基
本計画策定に係る市民・事業者アンケート○稚内市民社会教育意識調査○生涯学習メニュー
研究・開発事業○稚内市民スポーツ意識調査

士別市 ○次期総合計画市民アンケート○男女共同参画行動計画市民アンケート
三笠市 ○石炭地下ガス化事業
深川市 ○深川市まちづくりアンケート調査

登別市 ○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査○第 2 期登別市障がい者支援計画・第 1 期登別市障が
い児福祉計画策定に係るアンケート調査○労働基本調査

恵庭市 ○恵庭地方創成政策形成ゼミナール

青森県

青森公立大学地
域連携センター

○地域における事業創出とその後の持続的展開に関する調査研究プロジェクト○人口減少時
代の外国籍住民～青森県の産業人口を補完する人々～○日常文化の中の青森ねぶた祭り～青
森ねぶた祭り「囃子方」の現在～○地域プロモーション・ビデオの評価分析○地方都市にお
ける集会施設の位置づけと将来展望○八甲田・モヤヒルズのブランド化と地域イノベーショ
ン～青森市における MICE の実践的プロジェクト～○諸外国との地域経営・自治体経営に
おける産学官金連携の戦略的プロジェクト○佐々木多門が英紙ザ・タイムに寄稿した記事の
特定を試みる研究 II ～歴史的資料の調査・分析から～○青森の魅力を世界に発信～青森県
中学生の英語リーディング能力と情報発信力の向上を図る青森を題材にした英語リーディン
グ教材の開発に関する研究 II ～

ひろさき未来戦
略研究センター
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八戸市 ○沼館小田線整備事業に伴う交通規制実証実験

五所川原市
○平成 29 年度五所川原市市民意識調査○産地直売施設に関するアンケート○在宅介護実態
調査○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査○五所川原圏域定住自立圏協定市町公民館教室（講
座）及び講師調査

むつ市 ○むつ市における企業誘致に関する調査検討業務委託○病気や障がいのある方への支援暮ら
しやすいまちづくりのためのアンケート調査

つがる市 ○進学路における危険個所について
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都道府県名 市区名 調査研究名

岩手県

盛岡市

○公共施設アセットマネジメントの推進に向けた各種コンテンツによる市民訴求の手法研究
○盛岡市における産学官連携による持続的な産業振興に関する実践的研究○ジビエ（野生鳥
獣肉）の利活用に伴う地域振興の可能性について○史跡・名勝等のメディアシステムによる
記録保存活用○史跡や文化財の国際化対応○盛岡市における若者の転出超過の要因分析と地
元定着策に関する研究

盛岡市まちづく
り研究所

○リノベーションによる盛岡市のまちづくりについて○人口減少が及ぼす地域への影響と若
者の地元定着に向けた施策の方向性について

花巻市 ○花巻市まちづくり市民アンケート○生ごみ減量（生ごみダイエット）モニター調査○市民
アンケート

北上市

○まち育ての担い手を育てる地域課題解決型キャリア教育の研究○即時執行における原因
者負担制度について○市街地における新たな“価値創造”を目指して ～「リノベーション」
先進地の視察を通して～○子どもの生活実態調査○外国人女性の出産と子どもの受診に関す
る医療機関整備へ向けた取り組みに関する研究○下柳千葉家文書の調査および仮目録の作成
○国民健康保険特定健康診査受診率向上に係る意識調査○申告会場変更についてのアンケー
ト

久慈市 ○市民満足度アンケート
陸前高田市 ○次期総合計画の策定に係る市民意識調査
奥州市 ○市民家計調査

宮城県

仙台市

○施策目標に関する市民意識調査○人口推計○仙台港エリアシャトルバス利用に関する調査
○定禅寺通活性化推進事業に係る調査検討○自転車安全利用に関するアンケート○仙台市地
域経済動向調査○外国人が暮らしやすいまちづくりの推進のための基礎調査○東北太平洋沿
岸等における受入整備事業「基礎調査」○平成 29 年度仙台市外国人観光客動態調査○仙台
市音楽ホール整備検討調査○公共空間におけるエリアマネジメント可能性検討調査業務○第
5 回仙台市民投票意識調査○マンション居住者のコミュニティに関する意識調査○朴沢学園
裁縫教育資料史料調査○地下鉄東西線卸町駅外 2 駅における利用動向調査

塩竈市
○第 3 期塩竈市障がい者プラン（第 3 期塩竈市障がい福祉計画、第 5 期障がい福祉計画及び
第 1 期障がい児福祉計画）策定のための実態調査○第 7 期塩竈市介護保険事業計画及び高齢
者福祉計画策定のための実態調査○塩竈市観光振興ビジョン策定

名取市 ○名取市都市計画マスタープラン策定にかかる地区別ワークショプ

多賀城市 ○多賀城市まちづくりアンケート○多賀城市障害者福祉計画策定に係る基礎調査○健康習慣
アンケート

秋田県

秋田市

○自殺対策調査研究○入浴事故調査研究○転倒事故に関する調査○第 5 期秋田市障がい福祉
計画および第 1 期秋田市障がい児福祉計画策定のための障害福祉サービス等に関するアン
ケート○秋田市地域福祉市民意識調査○秋田市子ども・子育て支援に関する市民意識調査
○秋田市働き方改革実態調査

能代市 ○市民健康意識調査○後期高齢者健康診査に関するアンケート

大館市
○あなたが採点する行政の通信簿○大館市都市再興基本計画（都市計画マスタープラン・立
地適正化計画・地域公共交通網形成計画）策定のためのアンケート調査○健康づくりに関す
る調査

鹿角市政策研究
所

○まちなか住み替え調査報告書

潟上市 ○潟上市生涯学習・スポーツに関する市民意識調査
北秋田市 ○平成 29 年度北秋田市民意識調査

山形県

最上地域政策
研究所

○人口減少・少子高齢化のもとでの地域交通対策○地域産業を支える人材の育成・確保（雇
用対策）○情報発信力強化による交流人口の拡大

米沢市 ○市民の健康に関する意識・生活アンケート調査
酒田市 ○大学まちづくり地域形成事業に係る調査研究
天童市 ○行政課題調査研究

南陽市 ○平成 28・29 年度山形県指定天然記念物白竜湖泥炭形成植物群落調査○市民アンケート調
査

福島県
白河市

○市民満足度調査○図柄入りご当地ナンバー導入に関するアンケート調査○新成人アンケー
ト○合葬墓（永代供養墓）に関するアンケート調査○子どもと保護者の「インターネット利
用理解度」確認のための調査

須賀川市 ○クラウドファンディング等新手法の調査研究
喜多方市 ○喜多方市の行政サービスに対する満足度・重要度アンケート調査等業務委託

茨城県

日立市

○市街地再開発等導入検討調査○山側住宅団地再生プロジェクト検討調査○ひたち BRT 沿
線土地活用調査○日立市の学校教育に関するアンケート調査○ひたち健康づくりプラン 21

（第 2 次）中間評価○第 2 次商工振興計画策定にかかる製造業実態調査○中小企業技術者向
け「リカレント教育（再教育）制度」の活用に関するアンケート調査

石岡市
○市民満足度調査○転入・転出アンケート○スポーツに関する市民アンケート○いしおか健
康応援プラン策定のための健康に関するアンケート調査○第 3 期石岡市障がい者基本計画・
第 5 期石岡市障がい福祉計画・第 1 期石岡市障がい児福祉計画

常総市 ○まちづくりに対する市民意向調査
常陸太田市 ○「常陸太田市地域公共交通再編実施計画」策定後の効果検証○常陸太田市医療費等分析

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志
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都市自治体・都市シンクタンク等の調査研究活動

都道府県名 市区名 調査研究名

茨城県

取手市 ○市民意識調査
牛久市 ○牛久市の行政サービスに対する市民満足度調査○転入・転出に関するアンケート調査
常陸大宮市 ○常陸大宮市地域公共交通網形成計画策定調査
坂東市 ○東京直結鉄道整備実現に向けた研究※正式な調査研究名はない。

栃木県

宇都宮市

○ JR 宇都宮駅東側バス路線再編計画調査業務○ JR 宇都宮駅西側 LRT 導入課題検討調査業
務○北西部地域への体育施設整備に係る基礎調査等支援業務○第 6 次宇都宮市総合計画策定
支援業務○ LRT 沿線の低炭素化促進事業実現可能性調査業務委託○第 3 次宇都宮市都市計
画マスタープラン策定支援業務委託○第 4 次宇都宮地域情報化計画策定支援業務○「第 8 次
宇都宮市高齢者保健福祉計画・第 7 期宇都宮市介護保険事業計画（地域包括ケア計画）」策
定支援業務○産業・経済動向及び産業用地の需要等に係る調査○「（仮称）第 2 次宇都宮市
観光振興プラン」策定調査業務

うつのみや市政
研究センター

○宇都宮市における将来人口推計とネットワーク型コンパクトシティ形成に向けた地域の課
題に関する調査研究○人口減少時代における地域コミュニティへの市外からの転入者誘導に
関する調査研究○近隣環境の評価と健康指標の活用に関する調査研究－スマートウェルネス
シティの視点から－○宇都宮市における閉じこもり高齢者を対象とした見守り体制の展開可
能性○宇都宮市における食農体験による観光の展開可能性○宇都宮市における外国人住民の
活用促進に向けた調査研究（研究ノート）○若者の社会活動が地域にもたらす効果に関する
調査研究（研究ノート）

栃木市

○総合計画策定のための人口推計○ Tochigi City Promotion アンケート業務○栃木市人権
問題に関する市民意識調査○栃木市障がい福祉プラン策定○栃木市医療的ケア児者実態調査
○自治会と連携した空き家実態調査○「先生の働き方改革」学校現場における意識・実態調
査○子どもの読書活動に関するアンケート○栃木市図書館利用者アンケート

佐野市 ○市政に関するアンケート○地域福祉に関するアンケート○空き家に関するアンケート
那須塩原市 ○那須塩原市の広報に関するアンケート調査

那須烏山市
○烏山城跡確認調査○①男女共同参画に関する市民意識調査②男女の役割分担意識に関する
アンケート○那須烏山市障がい者福祉計画策定に係る調査○那須烏山市サタデースクール事
業アンケート調査

群馬県

前橋市 ○選挙に関する意識調査○前橋市ローズタウン東地区サウンディング型市場調査○前橋市産
業振興ビジョンに基づく景況調査○前橋市宿泊者数調査

高崎経済大学
地域科学研究所

○戦後の群馬県の蚕糸業の動向分析および絹遺産の地域振興への活用策に関する研究○空家
特別措置法施行後の空き家対策に関する総合的研究○長野堰の成立と歴史的役割に関する研
究

桐生市 ○桐生市職員自主研究活動「黒保根地域のブランド化について」
伊勢崎市 ○平成 29 年度市民意識調査

渋川市 ○第 2 次渋川市環境基本計画策定にかかる市民意識調査○市民意識調査○市民ワークショッ
プ○高校生ワークショップ

安中市 ○安中市における公共交通の現況調査と利用促進に向けた提言業務

埼玉県

彩の国さいたま
人づくり広域連
合

○持続可能な郊外住環境実現プロジェクト～空き家、高齢者、働き方から考える～○公共空
間の利活用による地域活性化プロジェクト～公民連携で多様な「場」をつくるには～

埼玉県東南部都
市連絡調整会議

○自然資源を活用した元気な地域づくりに関する調査研究

熊谷市

○埼玉県熊谷市内における熱中症救急搬送の実態把握及び気象要素との関連○市民生活の現
状および満足度」についてのアンケート○公共施設アセットマネジメント市民アンケート
○熊谷市男女共同参画アンケート調査○熊谷市高齢社会対策基本計画アンケート調査○第 2
次環境基本計画策定のための市民・事業者意識調査

行田市 ○行田市民と来訪者のまちづくり意識調査研究

所沢市 ○平成 29 年度所沢市市民意識調査○ EV モニター調査○滝の城跡整備事業発掘調査○所沢
市スポーツ推進計画策定調査○所沢市みどりの基本計画策定業務基礎調査

飯能市 ○飯能市公共交通に関するアンケート調査
加須市 ○加須市障がい者福祉に関するアンケート調査

かすかべ未来
研究所

○「日本一幸せに子育てできるまち」に向けて必要とされる子育て環境に関する調査研究～
春日部の特性を生かした子育て環境づくりの提案～○春日部市の活性化のための地域資源の
活用と産業創生に関する研究～地域資源となる（ヒト、モノ、カネ）から新たな産業創生に
繋げる～

草加市 ○施策評価市民アンケート○草加市子どもの実態把握調査
越谷市 ○薪能の実態調査○市政世論調査

戸田市政策研究
所

○地域コミュニティの世代間断絶をつなぐ、女性の地域開業の可能性○戸田市におけるス
ポーツ・レクリエーションを軸とした〈交流型まちづくり〉に関する基礎研究○住民主体の
まちづくりに関する調査研究

埼玉県 朝霞市
○市制施行 50 周年を契機としたシティ・プロモーション○公契約庁内検討委員会○朝霞市
産業実態等アンケート○朝霞市障害者プラン及び朝霞市障害者福祉計画策定アンケート・ヒ
アリング調査

志木市 ○小・中学生遊びとくらしのアンケート

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志
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都市自治体の調査研究活動

都道府県名 市区名 調査研究名

埼玉県
八潮市 ○行政評価（施策評価、事務事業評価、外部評価）○市街化調整区域のまちづくりに関する

アンケート
富士見市 ○富士見市民防災アンケート
吉川市 ○高齢者人材登録制度事業～生涯現役宣言～

千葉県

千葉市

○政策立案のための基礎調査○都市アイデンティティによるまちのデザイン○男性のライフ
スタイルに関する意識調査○平成 29 年度第 10 回 WEB アンケート「LGBT（性的少数者）」
○平成 29 年度第 11 回 WEB アンケート「男女共同参画」○高齢者の健康関連要素の地域別
分析手法に関する調査研究○ギャンブル等依存症に対する基礎調査○千葉市空家等実態調査
業務委託

船橋市 ○船橋市障害福祉施策に関する意識調査○電子図書館の研究
館山市 ○健康づくりに関する市民アンケート調査

松戸市

○松戸市総合計画後期基本計画進行管理のための市民意識調査○松戸市イメージ調査○歯と
口腔の健康づくりに資する調査研究○「健康づくり」に関する市民アンケート調査○地域福
祉サロン～困ったときはお互いさま～○三世代同居・近居の効果と共助（アンケート調査か
ら考察する効果と共助関係の成立）○松戸市緑推進委員会○松戸市子育て世帯生活実態調査

松戸市政策推進
課 市政総合研
究室

○松戸市および周辺自治体に居住する市民の意識調査○北千葉道路の全面開通を見据えた東
松戸をはじめとする市内の北千葉道路開通予定地域のまちづくりに関する研究○転居に関す
る意向についてのアンケート調査

野田市
○学校現場における業務改善加速事業○障がい者基本計画等の作成に係る当事者アンケート
○第 7 期野田市老人福祉計画及び介護保険事業計画策定各種調査業務の一部に関する共同研
究

茂原市 ○小学校 6 年間フッ化物洗口を実施した生徒のむし歯予防効果について

佐倉市
○第 5 次総合計画策定支援業務委託○地球温暖化対策実行計画（事務事業編）策定等支援業
務○児童通所施設利用者向けアンケート○第 5 期障害福祉計画に関する調査○市民健康意識
調査○歯科口腔意識調査

東金市 ○健康増進計画（とうがね健康プラン 21）中間報告○東金市民アンケート
旭市 ○行政評価
習志野市 ○学力向上推進委員会
柏市 ○柏市空家等実態調査
流山市 ○次期総合計画における将来人口推計調査報告書

鎌ケ谷市 ○鎌ケ谷市空き店舗調査○第 5 期鎌ケ谷市障がい福祉計画○コミュニティバス利用者アン
ケート調査○空家等実態調査○耐震診断及び耐震改修等に関するアンケート調査

君津市 ○体験型観光に係る君津市観光統計・マーケティング調査

浦安市

○浦安市子ども・子育て支援総合計画見直しに伴う基礎調査○浦安市一般廃棄物処理基本計
画策定に係る各種調査○まちづくりアンケート○地域猫活動に関するアンケート○協働事業
提案制度に関するアンケート調査○全国大都市圏ベンチマーク調査○浦安介護予防アカデミ
ア会員アンケート○文化芸術活動に関するアンケート調査○指定管理者制度の検証業務○都
市計画基礎調査の解析及び検証○コミュニティバスフォローアップ調査○第 1 期埋立護岸の
あり方に関する調査検討業務○サイン計画調査検討業務○防災まちづくりに関するアンケー
ト調査○こどもプロジェクト事業効果測定研究調査○浦安市人口推計業務○市政に関する市
民意識調査○ PFI 事業の展望と課題に関する調査・検討支援業務

東京都

公益財団法人
東京市町村自治
調査会

○スポーツを活用した地域活性化に関する調査研究（ケーススタディ : 立川市・国分寺市）
○多文化共生に向けた地域における国際交流に関する調査研究○多摩地域における都市農業
の保全と振興に関する調査研究○多摩・島しょ地域における新地方公会計の利活用に関する
調査研究○多様化する働き方を踏まえた職場づくりに関する調査研究○かゆいところに手が
届く！多摩・島しょ自治体お役立ち情報○その他調査（毎年度調査）

千代田区 ○敬老事業に関するアンケート調査○認知症支援サービス推進に関する調査○地方との連携
に関する基本方針の策定にあたっての調査・分析業務○民泊サービスのあり方検討会

港区政策創造
研究所

○港区における新規開業実態調査報告書○港区人口推計（平成 30 年 3 月）の作成

新宿区 ○新宿区区民意識調査○新宿区区政モニターアンケート
新宿自治創造
研究所

○ 2015 年国勢調査に基づく新宿区将来人口推計○ 2015 年国勢調査データからみる新宿区の
特徴○新宿区のまちの魅力の研究

江東区 ○第 23 回江東区政世論調査（平成 29 年度）○江東区緑被率等調査○平成 29 年度江東区民
健康意識調査○平成 28 年度土地利用現況調査報告

目黒区 ○第 45 回目黒区世論調査○産業振興に関する意識調査○男女平等・共同参画に関する区民
意識調査○区民による身近な生物調査○目黒区人口・世帯数の予測

せたがや自治
政策研究所

○経済的困難に直面する若年女性たち○生きづらさを抱える子どもたちの支援の研究○東京
都区部における都心回帰と社会・空間構造の変容○世田谷の地域特性の析出○ 100 万人都市
世田谷の自治体経営を考える○地方自治、参加、都市内分権について

中野区

○ 2017 中野区区民意識・実態調査○平成 29 年度（2017 年度）高齢者調査○平成 29 年度（2017
年度）介護サービス利用調査○平成 29 年度（2017 年度）ケアマネジャー調査○平成 29 年
度（2017 年度）障害者調査○平成 29 年度（2017 年度）施設入所者調査○平成 29 年度（2017
年度）発達支援等調査○平成 29 年度（2017 年度）健康福祉に関する意識調査○中野区ごみ
組成分析調査

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志
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都市自治体・都市シンクタンク等の調査研究活動

都道府県名 市区名 調査研究名

東京都

杉並区
○第 49 回杉並区区民意向調査○杉並区健康長寿モニター事業○障害者の住まいに関する調
査研究○杉並区「特定の課題に対する調査、意識・実態調査」○杉並区産業実態調査○杉並
区中小企業景況調査○街の「にぎわい」に関する実態調査

豊島区
○（仮称）マンガの聖地としまミュージアム開設に伴う観光振興基礎調査○豊島区環境施策
検討のための事業者意識調査○豊島区の環境に関するアンケート調査及びワークショップ開
催○住まいに関する区民意識調査

北区 ○北区人口推計調査○北区転出入者アンケート調査○政策課題研究会（平成 29 年度）○北
区公営住宅長寿命化計画改定に伴う基礎調査

公益財団法人　
荒川区自治総合
研究所

○荒川区民総幸福度（グロス・アラカワ・ハッピネス：GAH する研究○自然体験を通じた
子どもの健全育成研究プロジェクト○自治体マネジメントに関する書籍の出版

板橋区 ○地域デザインフォーラム「多文化共生について」

足立区
○区内中小企業の景況調査分析○区民消費・産業実態に係るアンケート調査報告書○足立区
の交通に関する意識調査（平成 30 年 2 月 1 日～ 2 月 28 日実施）○足立区子ども・子育て支
援に関するニーズ調査

葛飾区
○葛飾区保健医療実態調査○政策方針決定過程への女性の参画状況調査○政策・施策マーケ
ティング調査○葛飾区観光経済実態調査○葛飾区ごみ性状調査○学校教育アンケート○葛飾
区子ども・若者に関する調査

八王子市
○八王子市高齢者計画・第 7 期介護保険事業計画策定に係るアンケート調査○男女共同参画
に関する市民意識・実態調査○子どもの生活実態調査○市政モニター○市政世論調査○平成
27 年国勢調査第 1 次～第 3 次集計結果及び昼間人口の概要

武蔵野市 ○運動習慣定着化促進事業のための基礎調査○武蔵野市産業振興計画事前調査事業○平成
29 年度武蔵野市の将来人口推計○武蔵野市生涯学習施策に関するアンケート調査

三鷹市 ○庁舎等建替えに向けた基本的な枠組みに関する研究会
三鷹ネットワー
ク大学推進機構

○庁舎等建替えに向けた基本的な枠組みに関する研究会○次世代まちづくり人財養成塾○超
高齢社会への対応に向けた地域社会研究

府中市 ○府中市の生涯学習に関する市民アンケート調査○府中市の文化・芸術に関する市民アン
ケート調査○市政世論調査○市民意識調査

昭島市 ○市民意識調査

町田市

○町田市市民意識調査○町田市学校教育に関するアンケート調査○町田市の将来の都市構造
とそれを踏まえた土地利用の方向検討調査○町田シバヒロ運営手法検討事前調査○「（仮称）
町田市産業振興計画 19-28」策定に係るアンケート調査（企業向け調査）・消費行動実態調査

（消費者向け調査）○ 2017 年度町田駅ペデストリアンデッキ上通行量調査○行政窓口・地域
センターの業務と配置の再構築に関する調査研究○町田市スポーツに関する市民意識調査ア
ンケート○町田市の食育推進に関する市民アンケート調査○町田市こころの健康に関する市
民意識調査○自治体間比較業務量調査○町田市子どもの発達支援に関する市民意識調査

町田市未来づく
り研究所

○主催講演会（転換期の公共サービス 新たなかたちとは）○主催講演会（まちが変わるし
くみをプロデュース！ 地域の人と魅力を活かす事業編集力とフレームづくり）○講義・ワー
クショップ（まちづくりから町田の未来を語る まちだニューパラダイム）

小平市 ○より良い小平市ホームページ作成のための、利用者アンケート

東村山市
○東村山市市民意識調査○総合計画・都市計画マスタープランを含む複数計画等の策定支援
業務委託に係るサウンディング型市場調査○東村山市シティプロモーションアンケート調査
○東村山市の待機児童に係る調査・分析○東村山市スポーツに関する市民意識調査

福生市 ○福生市総合計画策定に係る市民意識調査

狛江市 ○平成 29 年度狛江市後期基本計画の指標等に係るアンケート調査○狛江市ひとり親家庭等
アンケート調査○路上喫煙等に関する調査業務委託○空家等所有者アンケート

清瀬市 ○公共施設等再編計画

神奈川県

川崎市
○都市政策研究事業○政策課題研究事業○川崎市の財政に関する研究○川崎市スポーツ推進
計画改定に伴う調査○平成 29 年度農業実態調査○木材利用促進方策検討調査○都市計画道
路網のあり方検討調査○公共施設跡地等有効活用調査

さがみはら都市
みらい研究所

○ 2015 年国勢調査に基づく相模原市の将来人口推計

横須賀市政策推
進部 都市政策
研究所

○横須賀市のエビデンスに基づいた政策形成に寄与する経済波及効果分析ツール○都市近郊
型農泊の継続性確保―横須賀西海岸モデルの可能性―○アンケート調査支援○自治基本条例
の検討

平塚市 ○商業アンケート調査（小売業・買物調査）

鎌倉市 ○鎌倉市民意識調査○一人暮らし高齢者戸別収集にかかるアンケート○障害者の福祉につい
て 障害福祉サービス提供実態調査

藤沢市 ○内部統制制度の再構築に関する調査研究

茅ヶ崎市 ○市民満足度調査○事務事業評価○茅ヶ崎市の教育課題に関する調査研究○子どもの成長発
達についての基礎研究○質の高い授業づくりの支援

みうら政策研究
所

○空き店舗を活用した若者向け新たな創業支援メニューの提案○災害時の妊婦支援体制の構
築○市ホームページの改善について

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志

1都市とガバナンス
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都市自治体の調査研究活動

都道府県名 市区名 調査研究名

神奈川県 大和市

○次期大和市総合計画策定に係る基礎調査○地域福祉に関するアンケート調査○大和市高齢
者保健福祉計画・介護保険事業計画（第 7 期）策定のための実態調査○平成 29 年度政治と
選挙の意識調査○大和市男女共同参画に関する市民意識調査○平成 29 年度体力・スポーツ
に関する調査

新潟県

新潟市 ○子ども施設の質の向上○施設における利用者起点の政策改革○新型 ICT を活用した政策
改革

長岡市 ○長岡市景況調査
三条市 ○八十里越調査研究事業○燕三条×ライフスタイルマーケティング
柏崎市 ○新潟産業大学公立法人化可能性調査
小千谷市 ○旧小千谷総合病院跡地整備事業基本計画及び民間活力導入可能性調査
十日町市 ○健康とくらしの調査○十日町いきいき健康調査

上越市
○市民の声アンケート○上越市男女共同参画に関する市民意識調査及び事業所アンケート等
○上越市中心市街地交通量調査○北陸新幹線利用動向調査○公共交通に関するアンケート調
査○障害福祉ニーズアンケート調査

上越市創造行政
研究所

○政策形成に資するデータベースの構築○地域資源を活かしたシビックプライドの醸成に関
する調査研究

南魚沼市 ○公共施設個別調査

富山県

富山市
○平成 29 年度多様な働き方推進事業○地域資金活用による循環型コンパクトシティ整備事
業可能性調査○富山市横断歩道橋通行実態等調査○高齢社会における交通と健康モニタリン
グ事業○八尾地域統合中学校整備事業に係る PFI 導入可能性調査○収支シミュレーション

高岡市 ○北陸新幹線新高岡駅利用実態調査○公共施設マネジメントにおける実施基準等の設定に関
する研究○平成 29 年度博労地区まちづくり実施計画等作成業務委託

魚津市 ○市民アンケート

射水市 ○射水市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画策定にかかる調査○「射水市子育て
家庭アンケート」調査○射水市都市計画マスタープラン改定（事前調査）支援業務委託

石川県 能美市 ○市民満足度調査
野々市市 ○統計データ活用のための研究○調査研究機能強化のための研究

福井県 福井市 ○市民意識調査○市立図書館リニューアル事業基本構想のための市民アンケート調査結果
○おもてなしアンケート

鯖江市 ○鯖江市政に関する市民アンケート調査

山梨県

都留市 ○第 6 次都留市長期総合計画中期基本計画策定のための「市民意識調査」○子育てニーズ調
査

山梨市 ○住民意向調査

甲斐市政策研究
所

○「AI（人工知能）の自治体での活用法」の調査研究○「高齢者向け就労支援」の調査研
究○高齢交通弱者のための移動手段創出の研究○空き家の活用に関する施策と支援の研究
○企業誘致に関する研究～新しい雇用創出をもとめて～○「オープンデータ利活用」の調査
研究○自治体における「地域猫活動」に対する支援の調査研究○学生の U・I ターン促進を
図るための調査研究○中央自動車道双葉スマートインターチェンジ等を利用した市のＰＲに
ついての調査研究○市魅力発信冊子「ブランドブック」の制作

長野県

長野市
○平成 29 年度長野市耕作放棄地等のソルガム活用調査研究事業○飯綱高原実験林の自然林
復元調査○大谷地湿原ヨシ管理実験○中央通り歩行者優先道路化検討業務委託○戸隠伝統的
建造物群保存地区防災計画策定調査

上田市 ○東信州次世代イノベーションプラン策定支援業務
駒ヶ根市政策研
究所

○シティープロモーション戦略○健康長寿日本一のまちづくり○駒ヶ根高原「子育ての森」
活用整備○中央アルプス山麓開発整備

中野市政策研究
所

○中野市の効果的なシティプロモーションに関する調査研究○安心して子育てしやすい環境
の確立に向けた調査研究○「働きやすいまち」を実現するための働き方改革に関する調査研
究

大町市 ○北アルプス国際芸術祭経済効果分析調査○大町市街地における空き不動産活用モデル調査
研究○鹿島槍ヶ岳カクネ里雪渓（氷河）学術調査団

塩尻市 ○民間活力導入事業「地方創生協働リーダーシッププログラム（MICHIKARA）」

安曇野市
○安曇野市「協働のまちづくり」に関する市民アンケート調査○外国籍住民に対するアンケー
ト○子育て応援手当受給に関するアンケート調査○安曇野市国保特定健康診査に関するアン
ケート○安曇野市営住宅整備計画策定のためのアンケート調査

岐阜県

岐阜市 ○市民意識調査○学校等給食施設におけるアレルゲン混入防止対策について

一般財団法人　
飛騨高山大学連
携センター

○下町のまちのデザインに関する調査研究○久々野地域の魅力発見・創出とグローカルビジ
ネスの検討に関する調査研究○高山中心市街地のバリアに関する調査研究○高山市における
ホテル・旅館業の人材確保にかかる調査研究○高根地域及び同地域の宿泊施設の活性化に関
する調査研究○景観まちづくり刷新事業に関する調査研究

恵那市 ○市民意識調査
美濃加茂市 ○平成 29 年度市民満足度調査
土岐市 ○市民意識調査○土岐市子ども調査
可児市 ○平成 29 年度可児市市民アンケート調査

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志

1都市とガバナンス
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都市自治体・都市シンクタンク等の調査研究活動

都道府県名 市区名 調査研究名

岐阜県 下呂市

○下呂市「森と人の物語」推進プロジェクト○市内事業所における多様な働き方に関するア
ンケート調査○障がい福祉に関するアンケート○高齢者の生活に関するアンケート○下呂市
食育推進計画（第 3 次）策定に係るアンケート調査○景況調査○下呂市地域公共交通網形成
計画策定に伴うアンケート調査○第 2 次下呂市環境基本計画○地球温暖化実行計画（事務事
業編・施策区域編）○第 2 次下呂市一般廃棄物処理基本計画策定（H31 年度完成予定）市民
アンケート

静岡県

沼津市 ○生涯学習に関するアンケート調査○市民意識調査

三島市
○第 7 期介護保険事業計画策定に係る事業所調査○三島市自然環境基礎調査○三島市食育基
本計画の策定○三島市市民意識調査○三島市立図書館利用者アンケート調査○ごみ減量及び
分別等に関する市民意識調査

島田市 ○島田市総合計画市民意識調査○デジタル校務利用者調査○子どもの貧困対策推進計画
伊豆の国市 ○伊豆の国市市政世論意識調査業務

愛知県

名古屋市

○名古屋市総合計画 2018 成果指標に関するアンケート調査○名古屋市民 2 万人アンケート
調査○通勤・通学者アンケート調査○政令指定都市等居住者アンケート調査○マイナンバー
制度（社会保障・税番号制度）に関する市民アンケート○大都市制度・広域連携に関する調
査研究報告書○市民税 5％減税検証○名古屋市税制研究会○労働施策に関する効果検証調査
○航空宇宙産業市内企業調査業務○名古屋市航空宇宙関連企業実態調査○ロボット等の導入
専門人材の育成にかかる基礎調査○AI・IoT等市場動向調査○ ICT企業等誘致のためのデー
タ調査○客引き行為等に係る実態把握調査及びアンケート調査○飲食店営業における客引き
行為等状況調査○千種区役所改築検討基礎調査○中村区役所等改築基本計画策定業務委託
○国際会議場の整備に関する調査業務委託○名古屋市の戦略的 MICE 推進に関する有識者
ヒアリング調査○有松地区における伝統的建造物の保存活用検討調査○四間道地区における
歴史まちづくりの推進検討調査○名古屋市国際展示場コンベンション施設整備に関する調査
業務委託○平成 30 年度環境対策に関する市民アンケート調査業務委託○環境配慮の「見え
る化」に関する事例調査○ため池の水質浄化方策の検討に関する研究○市内希少種の保全と
これに関わる外来種の影響についての研究○ PM2.5 の環境基準超過をもたらす汚染機構の
解明○ PM2.5 中の炭素成分に関わる高精度分析法の検討○道路交通騒音対策の効果把握に
関する研究○都市計画に伴う市内河川の水質変化に関する研究○有害化学物質のノンター
ゲットモニタリング手法の開発○浄化微生物による VOC 汚染除去に関する研究○生物応答
を用いた排水試験法（WET）による名古屋市内事業所排水の評価に関する研究○電子顕微
鏡を用いた緊急時における原因追究に関する研究○市内河川からの悪臭物質の包括的分析法
に関する調査研究○都市型 PM2.5 の高濃度化現象の原因解明と常時監視データ補正法○多
種・新規化学物質の網羅的モニタリングと地域ネットワークを活用した統合的評価・管理手
法の開発○地下水汚染と自然由来土壌汚染との関連解明に関する調査研究○自殺対策および
自死遺族支援に関する研究○自殺対策に関するアンケート調査の実施○自殺対策に関する調
査研究事業○母子保健システムを使用した妊娠期から乳幼児期に至る諸課題の分析○平成
29 年度都市計画マスタープラン検討調査業務委託○名古屋市公共交通のあり方詳細分析業
務委託○都市景観形成地区指定に向けた現況調査等業務委託（四間道地区）○特定通路調査
業務委託○久屋大通（南エリア）基盤整備計画検討業務委託○名古屋の山車行事総合調査
○「生涯学習に関する市民意識調査」‐市民の学習状況と学習志向に関する調査‐

公益財団法人　
名古屋まちづく
り公社 名古屋
都市センター

○名古屋市における高齢化による世帯の消滅と市街地への影響について○人口減少時代にお
けるグリーンインフラの活用方策について○中川運河から創造する産業活性化に向けた新た
な仕組みについて○集約連携型まちづくりを視点とした土地区画整理事業地の比較に関する
研究○名古屋市における広域的なまちづくりの仕組みに関する考察～名古屋大都市圏減災ま
ちづくりビジョンからの視点～○緑のまちづくり推進に係る将来目標について○公共空間を
活かしたまちの魅力向上について～通りの特徴をふまえて～○名古屋市におけるコンクリー
ト舗装の考察

豊橋市
○ AI 導入可能性調査○女性が輝くまちづくりプロジェクト○外国人市民意識調査○障害の
ある方を対象とした実態把握のためのアンケート調査○豊橋市の景観に関する市民アンケー
ト調査○患者満足度調査

半田市 ○半田市まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗状況を把握するためのアンケート調査

春日井市

○第 3 次春日井市産業振興アクションプラン策定にかかるアンケート調査○「第 3 次春日井
市産業振興アクションプラン」策定に係る実態調査（商店街）○かすがい健康計画 2023 の
中間改定○市内公共交通に関するアンケート調査○ ICT の利活用に関する職員アンケート
○ ICT の利活用に関する市民アンケート

豊川市 ○政策実現調査研修
豊田市 ○超高齢社会への適応に関する検討

江南市
○第 2 次健康日本 21 こうなん計画実態調査○江南市戦略計画における目標達成状況把握の
ための市民調査○「江南市都市計画マスタープラン」、「江南市緑の基本計画」、「江南市立地
適正化計画」の策定に向けた市民意向調査○市民満足度調査○江南市障害に関する意向調査

稲沢市
○稲沢市の観光に関する市民意識調査、稲沢市の観光に関するインターネット調査、稲沢市
観光基本計画策定にあたってのヒアリング調査○国府宮駅周辺交通状況実態調査○稲沢市都
市と緑のマスタープラン市民アンケート及び事業所アンケート調査

新城市 ○市民満足度調査○廃棄物搬入調査
知立市 ○重層的住宅セーフティネット構築支援事業【公的住宅に係る PPP/PFI 導入推進事業」

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志

1都市とガバナンス
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都市自治体の調査研究活動

都道府県名 市区名 調査研究名

愛知県

尾張旭市 ○平成 29 年度尾張旭市まちづくりアンケート○子どもの体力向上に係る調査研究○ソー
シャル・キャピタルの介護予防効果に関する調査研究

アシタのたかは
ま研究所

○行政サービスにおける ICT の活用について

岩倉市 ○工業用地開発予備調査業務○障害サービス提供事業者アンケート及びヒアリング調査○保
育園・認定こども園の利用実態等に関するアンケート

日進市
○市民アンケート調査○第 3 次日進市障害者基本計画策定○福祉に関するアンケート調査
○暫定用途地域調査検討業務○日進市都市計画マスタープラン現況分析業務○日進市食育推
進計画アンケート調査

田原市

○幹線道路交差点の信号制御方式見直しによる移動時間短縮の可能性調査○渥美半島の道路
交通に関する検討調査 ○光崎交差点の交通量等解析調査○たはら農業プラン策定にかかる
アンケート調査○田原市サーフタウン構想に関連する空き家活用調査○田原市サーフタウン
構想に関連するスローライフ住宅整備関連調査業務○田原市市街地拡大事業化検討調査業務
○田原市立地適正化計画基礎調査業務○空き家実態調査

三重県

伊勢市 ○平成 29 年度伊勢市市民アンケート
桑名市 ○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査○スポーツ推進に関わる市民アンケート調査
鈴鹿市政策経営
部総合政策課　
政策創造グルー
プ

○鈴鹿市の未来を考える基礎データ集

名張市 ○異常時の備えや災害時の消費者の行動に関する意識調査○市民意識調査
亀山市 ○リニア中央新幹線中間駅設置・開業による影響把握調査
伊賀市 ○まちづくりアンケート

滋賀県

彦根市 ○総合窓口の導入とアウトソーシングの一体的促進
長浜市 ○市民満足度調査

近江八幡市 ○近江八幡市民の健康と食育に関するアンケート調査○水道事業に係る利用者意識調査○近
江八幡市のまちづくりのための「市民アンケート調査」

草津市 ○平成 29 年度草津市のまちづくりについての市民意識調査○ワーク・ライフ・バランスお
よび女性の活躍推進等に関する事業所調査○中心市街地活性化に向けた市民アンケート調査

草津未来研究所 ○草津市における雇用の概観に関する調査研究－基幹統計調査に基づく課題抽出－○市民調
査に基づく「住みやすさ」に関する調査研究

栗東市 ○第六次栗東市総合計画策定基本調査委託業務

野洲市 ○コミュニティバス路線再編に関する平成 29 年自治会アンケート○平成 29 年コミュニティ
バス利用実態調査○持続可能なまちづくりに向けた市民意向調査

高島市 ○まちづくり施策に関する市民意識調査
米原市 ○米原市民意識調査

京都府 舞鶴市 ○地域運営組織の形成に向けた住民自治と団体自治の関係性及び地域へのアプローチ方策の
検証

八幡市 ○八幡市市街地整備計画策定業務委託

大阪府

おおさか市町村
職員研修研究セ
ンター（マッセ
OSAKA）

○文化・芸術を活かしたまちづくり研究会○クラウドファンディングによる地域活性化研究
会○自治体職員の働き方改革研究会

堺市

○堺市健康づくりに関するアンケート調査○健康寿命の延伸に関する施策の効果検証研究業
務○平成 29 年度堺市外国人市民意識調査○近畿圏都市交通体系調査○社会教育調査研究活
動○中央図書館基本構想基礎調査○授業改善につながる組織的・継続的な校園内研修の実現
をめざして

公益財団法人　
堺都市政策研究
所

○「歴史街道を基軸とした都市魅力の向上と発信に関する調査研究」○地域経済分析システ
ム（RESAS）を活用した泉州地域の産業活性化方策に関する調査研究○広域連携による地
域の活性化に関する調査研究○市民研究員による調査研究○堺市民経済計算（平成 27 年度）
○泉州地域市町民経済計算（平成 27 年度）○「百舌鳥・古市古墳群」の世界文化遺産登録
による経済波及効果○「中心市街地活性化関連事業」による経済波及効果○泉ヶ丘駅前地域
における教育・医療関連施設の立地を契機とした経済波及効果○「全国救急隊員シンポジウ
ム」を堺市で開催した場合の経済波及効果○合計特殊出生率の上昇に伴う税収効果○平成
23 年堺市産業連関表

岸和田市 ○福祉に関するアンケート調査○地域自治の促進に向けた参加のあり方
岸和田市企画調
整部企画課 政
策担当

○岸和田市における地域内分権のあり方‐公民関係の再構築‐○市民意識調査○「行政ツー
ルとしての AR 導入の可能性」に関する調査研究

とよなか都市創
造研究所

○豊中市民の生活の質に関する調査研究○南部地域の活性化に向けた調査研究Ⅱ

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志

1都市とガバナンス
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都市自治体・都市シンクタンク等の調査研究活動

都道府県名 市区名 調査研究名

大阪府

吹田市

○第 3 次すいた男女共同参画プラン平成 28 年度（2016 年度）指標別施策実施状況－年次報
告－○吹田市立男女共同参画センター調査研究「若年層を取り巻く性暴力の現状とは～被害
予防のために必要なこと～」○吹田市子どもの生活に関する実態調査○第 5 期障がい福祉計
画の策定に向けたアンケート○吹田市千里山地区等における公共交通の導入検討に関するア
ンケート調査○吹田市の公園とみどりに関するアンケート調査○生産緑地に関するアンケー
ト○吹田市水道事業に関する市民アンケート調査

高槻市 ○高槻市と関西大学による市民意識調査○大規模地震時の水道管路被害予測に関する研究

守口市 ○第 5 期守口市障がい福祉計画及び第 1 期守口市障がい児福祉計画策定のための事業所意向
調査

八尾市

○八尾市の障がい福祉に関する調査○障がい福祉サービス等の事業所アンケート調査○地域
生活支援拠点等の整備に関する事業所実態調査○景気動向調査○ごみ組成分析調査○平成
29・30 年度認定こども園に向けての教育・保育の研究○空家等実態調査○平成 29 年度八尾
市民意識調査○広域情報化研究会

富田林市 ○人権に関する市民意識調査
寝屋川市 ○寝屋川市議会専門的事項に係る調査会議○中核市移行に係る行政視察

箕面市
○第 7 期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に伴うアンケート調査○箕面市地域
公共交通網形成計画策定に伴う再編方針等検討業務 箕面市地域公共交通網形成計画作成業
務

門真市
○平成 29 年度「市民ご意見番」アンケート調査○門真市市民意識調査平成 29 年度調査○門
真市市民幸福実感に関する意識調査平成 29 年度調査○地域で活躍する職員を創る○門真市
学習到達度調査

藤井寺市 ○公共施設マネジメント調査研究

大阪狭山市

○第 3 次大阪狭山市障がい者計画・第 5 期大阪狭山市障がい福祉計画・第 1 期大阪狭山市障
がい児福祉計画策定に向けたアンケート調査○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査○在宅介
護実態調査○大阪狭山市まちづくり円卓会議条例市民アンケート調査○史跡狭山池保存活用
計画策定に伴う研究調査○人権に関する市民意識調査○大阪狭山市みどりの基本計画改定に
向けた調査○大阪狭山市建築物耐震改修促進計画改定に向けたアンケート調査

阪南市 ○人権問題に関する市民意識調査

兵庫県

姫路市

○分流式下水道汚水管への浸入水に対する効果的な調査・対策手法に関する共同研究○土砂
災害警戒区域世帯数等調査○姫路市防災行政無線調査○姫路市人口動態調査○中央卸売市場
移転予定地周辺における将来交通量推計業務委託○自転車交通をとりまく現状に関する調
査、分析○地下通路等活用促進検討業務委託のうち、「1　地下通路のブランディングに向け
たコンセプト等の策定」に係る調査

尼崎市

○バス路線調査研究事業○事業所景況調査○大阪湾ベイエリア製造事業所の技術に関する実
態調査○尼崎市の農地保全・農業振興のためのアンケート○「教育環境が学力に与える影響
および出生体重等が健康に与える影響」○「尼っこ健診・生活習慣病予防コホート研究」○「非
認知的能力の育ちを捉え育む乳幼児教育・接続期教育の開発」○「学習や学校生活における
困難を改善する指導に関する実践研究」○「就学前教育の質が就学後の学力や健康に与える
影響」○尼崎市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画改定に係る各種調査○尼崎市障害者
計画・障害福祉計画改定に係る各種調査○第 3 次地域いきいき健康プランあまがさき

公益財団法人　
尼崎地域産業活
性化機構

○事業所景況調査○労働環境実態調査○大阪湾ベイエリア製造事業所の技術に関する実態調
査○京浜地域製造事業所の技術に関する実態調査○尼崎市の長寿企業に関する実態調査○尼
崎市の製造業小規模企業者に関する実態調査○尼崎市南部商業地域における空き店の活用に
関する実態調査○タカタ株式会社倒産による市内事業所への影響調査

西宮市 ○第 5 次西宮市総合計画策定に関するアンケート調査 

芦屋市 ○平成 29 年度芦屋市総合計画市民意識調査○芦屋市市民マナー条例推進に関するアンケー
ト調査○芦屋市民スポーツ意識調査○芦屋市の健康づくりと食育に関するアンケート調査

加古川市 ○平成 29 年度市民意識調査
赤穂市 ○空家等対策計画検討委員会

宝塚市
○第 7 期介護保険事業計画策定に係る調査○宝塚市子どもの生活についてのアンケート調査
○路上喫煙実態調査○平成 29 年度二酸化炭素排出抑制対策事業（地方公共団体カーボン・
マネジメント強化事業）○チームたからづか

三田市 ○三田市市民意識調査
加西市 ○加西市総合スポーツ施設等整備事業可能性調査業務○第 2 次加西市観光推進基本計画
たつの市 ○リーディングプロジェクト推進研修○たつの次世代創生塾

奈良県
奈良市 ○リニア新駅誘致及び観光客誘致に関する奈良県内における世論調査○奈良市子育てに関す

るアンケート調査○地域コミュニティと空き家の関連性
大和高田市 ○社会関係資本の特性からみた市民協働の現状と推進課題
香芝市 ○第 5 期香芝市障害福祉計画・第 1 期香芝市障害児福祉計画○在宅介護実態調査

和歌山県 和歌山市
○和歌山市を中心とする連携中枢都市圏検討に関する調査研究○アルテリーヴォ和歌山 J プ
ロジェクトチーム○景況動向調査○和歌山市観光客実態調査○和歌山市子供読書活動の現状
調査

橋本市 ○橋本市まちづくりのためのアンケート調査

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志
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都市自治体の調査研究活動

都道府県名 市区名 調査研究名

和歌山県

御坊市 ○第 3 次御坊市母子家庭等自立促進計画策定事業

田辺市 ○田辺市第 3 期障害者計画及び第 5 期障害福祉計画、第 1 期障害児福祉計画○田辺市健康づ
くり計画「元気たなべ」市民アンケート

紀の川市 ○市民意識調査（長期総合計画策定）、男女共同参画に関する市民意識調査（男女共同参画
推進計画）

鳥取県 米子市
○米子市人権問題市民意識調査○中海における水質状況等の調査及び解析○ヌカカの発生状
況等に係る調査、医療機関受診者数調査、健康被害を与えるヌカカ種の特定、発生源の把握
とその対策の検討○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

島根県 松江市

○平成 29 年度松江市健康調査○松江市市民活動センター利用者アンケート○人権に関する
市民意識調査○総合戦略・総合計画検証のための市民・学生アンケート○子どもの主体的学
びを支援する親子コミュニケーションの形成を図る社会教育活動の方法論の研究○堀尾吉晴

（及び堀尾一族）に関する資料の所在調査
出雲市 ○空家実態アンケート調査

岡山県

津山市 ○津山鏡野間バス連携事業調査○津山市公立大学設置可能性調査
瀬戸内市 ○瀬戸内市営バスに関するアンケート調査

赤磐市 ○子育て家庭の支援に関する整備計画策定に関する調査○赤磐市地域公共交通網形成計画調
査業務

広島県

三次市
○第 2 次三次市総合計画に係る基礎調査（市民意識調査）○三次市観光実態調査○一般廃棄
物処理基本計画の見直し（平成 30 年～ 39 年度）調査○バス利用による通学に関するアンケー
ト

大竹市 ○大竹市民の幸せ感に関するアンケート○困りごとアンケート

江田島市 ○江田島市 6 次産業化・地産地消推進戦略に係る「6 次産業化・地産地消」の取り組みに関
するアンケート調査

山口県

下関市
○下関市子どもの生活実態調査○第 3 次下関市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）策定
に係る調査○ビックデータ等を活用した訪日外国人観光客の動向等の調査・分析業務○下関
市民のスポーツに関する意識調査

宇部市 ○「宇部産タケノコ」のブランド化に向けた特徴把握と品質の安定化○食品リサイクルルー
プ実証事業○宇部市観光資源調査

山口市 ○山口市まちづくりアンケート
萩市 ○地域住民が健康寿命の延伸のために生活改善を起こすきっかけ

防府市 ○周防国府に関する包括的研究○防府地域の伝統工芸者調査と共創の可能性を探る実践的研
究

下松市 ○下松市男女共同参画に関する意識調査○下松市緑の基本計画策定業務

光市

○平成 29 年度光市まちづくり市民アンケート○「第 2 次光市環境基本計画」中間見直しの
ための市民アンケート調査○光市観光アクションプラン策定に係るアンケート調査○光市の
今後の都市づくりに向けた市民アンケート調査○光駅周辺地区拠点整備基本構想の策定に向
けた市民アンケート調査○光駅周辺地区拠点整備基本構想の策定に向けた光駅利用者アン
ケート調査について○新しくなった室積コミュニティセンター等に関するアンケート調査
○地産地消に関するアンケート調査○光農業振興地域整備計画の全体見直しに係るアンケー
ト調査○第 3 次光市障害者福祉基本計画及び第 5 期障害福祉計画策定のためのアンケート調
査

柳井市 ○柳井市障害者福祉計画策定に係るアンケート調査
美祢市 ○美東地域にぎわい創出事業○美祢市麦川地区坑内水臭気対策に関する研究

徳島県

徳島市 ○徳島市における国際化推進
阿南市 ○阿南市障害児福祉計画策定業務にかかるアンケート調査○健康に関する市民意識調査
美馬市 ○子育てに関するアンケート
三好市 ○市民意識調査アンケート

香川県 高松市
○自治会活動に関するアンケート調査○平成 29 年度「中小企業者・小規模事業者の人材確
保と育成に関するアンケート」○高松市屋島地区における官民連携手法を用いた事業の実現
可能性調査

愛媛県 四国中央市 ○四国中央市業務継続計画（BCP）○四国中央市住宅マスタープラン○四国中央市ボランティ
ア市民活動アンケート調査○第 7 期介護保険事業計画策定のための施設整備必要量分析調査

福岡県

北九州市立大学
地域戦略研究所

○ 2017 シーズン・J リーグスタジアム調査業務○「子育て中の女性が働きやすい製造現場
とは」調査研究委託業務○プノンペン都の産業人材育成体制の構築（パートナー型）○「北
九州ポップカルチャーフェスティバル 2017」における経済波及効果分析○連携中枢都市圏
ビジョンの改訂に係る資料作成業務○学生就職意向調査に関する調査業務○女子大生の就業
及び生活意識に関する基礎的調査－地元定着に向けて－○学生の地域定着を促進する方策～
学生・企業の意識から～○厚生保護施設の現状と課題－女性専用施設を中心に○九州地方に
おける立地適正化計画の策定に関する研究○地方都市における大規模未利用地を活用した都
市再生事業のプロセスとその効果に関する研究○北九州における集客イベントの効果と展望

（4）～ミクニワールドスタジアム北九州オープン 1 年目の現況調査～

福岡市 ○平成 29 年度福岡都市圏における留学生実態調査○市政に関する意識調査○人権問題に関
する市民意識調査

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志
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都市自治体・都市シンクタンク等の調査研究活動

都道府県名 市区名 調査研究名

福岡県

公益財団法人福
岡アジア都市研
究所

○福岡市における生産年齢人口の減少を見据えた施策展開に関する研究～「生活の質の向上」
と「都市の成長」を持続させるために～○福岡市における国際人材教育都市機能の拡充・支
援に関する研究○福岡における多文化共創社会の構築に関する調査研究 - 外国人留学生の就
職環境を中心に

久留米市 ○久留米市新総合計画次期基本計画基礎調査業務
八女市 ○八女市の行政サービスに対する市民アンケート

太宰府市 ○太宰府市観光客入込客数等調査業務委託○立地適正化計画、及び地域公共交通網形成計画
の策定に係る市民アンケート○太宰府まちづくり市民意識調査

糸島市
○地域在住高齢者における身体的フレイルと介護認定率との関連性に関する身体活動疫学研
究○糸島ファーム to テーブル～全国のレストランに糸島の食材を～○我が事・丸ごとの地
域づくり事業（地域力強化推進事業）

佐賀県 多久市 ○地域福祉計画・地域福祉活動計画に関するアンケート○行旅死亡人の身元が判明している
者の費用分担について○男女共同参画市民意識調査

武雄市 ○武雄市短期経済観測調査

長崎県

佐世保市

○子育てしやすい街づくりのためのアンケート調査○次世代創業者育成プログラム共同研究
○佐世保工業会との連携による人材育成事業の構築に係る共同研究○歯周疾患検診の実施及
び評価と佐世保市の歯・口腔の健康づくりに関する研究○「佐世保市歯・口腔の健康づくり
推進計画」の中間評価

佐世保市政策推
進センター

○人口減少下の都市経営○公民連携による地域づくり○公民連携 （PPP/PFI）の推進

島原市 ○地域福祉計画策定に伴う市民アンケート

大村市
○保育・教育施設、医療機関における子どもの事故に関するデータの集積・分析○大村市財
政運営基本方針 2017 ○大村市移住施策向上を目指したアンケート調査○大村市子どもの生
活実態調査○平成 29 年度大村市のまちづくりに関する市民満足度調査

平戸市 ○平戸市の地域福祉に関する調査○平戸市障害者意向調査○第 7 期平戸市高齢者福祉計画、
介護保険事業計画

熊本県

熊本市都市政策
研究所

○ ｢ 平成 28 年熊本地震 熊本市震災記録誌 ｣ 編纂○震災記録誌の作成を終えて○平成 28 年
熊本地震における民生委員・児童委員の要配慮者支援～熊本市東区での災害支援の実態～
○自然災害義援金の基金総額に係る影響要因○全国の自治体シンクタンクによる政策研究の
動向○熊本城下における歴史的建造物の賦存状況と外観特性○熊本市域の里山の特性と課題

荒尾市

○総合計画成果検証のためのアンケート調査○次期行政改革大綱の策定に向けたインタ
ビュー調査○荒尾市地域福祉に関するアンケート調査○荒尾市障がい福祉に関するアンケー
ト調査○平成 30 年 3 月卒業者の就職状況およびインターンシップ実施状況調査○市内買取
電力量調査○企業動向調査○市内従業員数調査○平成 29 年熊本県観光統計調査○炭鉱資料
調査○荒尾市公共施設等のあり方及び再配置に関する市民アンケート調査○荒尾市男女共同
参画に関する企業アンケート

大分県 豊後高田市 ○石造文化を活用した誘客促進事業検討

宮崎県
宮崎市 ○市民意識調査
延岡市 ○延岡城跡石垣調査○延岡市工業団地適地選定調査○延岡市自然環境モニタリング調査
日向市 ○日向市スポーツ施設整備基本構想

鹿児島県

枕崎市 ○地域産業競争力強化に向けた枕崎漁港活性化事業
西之表市 ○市民アンケート
霧島市 ○第二次霧島市総合計画策定支援業務
奄美市 ○奄美市幸福度調査アンケート
姶良市 ○平成 29 年度姶良市市民満足度調査

沖縄県 石垣市 ○一般廃棄物処理基本計画見直し業務委託
（太字は、都市シンクタンク等（表 4）である。）

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志

1都市とガバナンス
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都市自治体の調査研究活動

都市シンクタンク等名 設置形態 設置団体名
青森公立大学地域連携センター 大学の付置機関 青森公立大学
ひろさき未来戦略研究センター 自治体の内部組織 弘前市
盛岡市まちづくり研究所 大学の付置機関 盛岡市・岩手県立大学
鹿角市政策研究所 自治体の内部組織 鹿角市

最上地域政策研究所 常設の任意団体

新庄市・金山町・最上町・
舟形町・真室川町・大蔵
村・鮭川村・戸沢村・最
上広域市町村圏事務組
合・山形県

うつのみや市政研究センター 自治体の内部組織 宇都宮市
矢板市政策研究会議 自治体の内部組織 矢板市
高崎経済大学地域科学研究所 大学の付置機関 高崎市
戸田市政策研究所 自治体の内部組織 戸田市
かすかべ未来研究所 自治体の内部組織 春日部市

彩の国さいたま人づくり広域連合 広域連合 埼玉県及び埼玉県の全市
町村（63 市町村）

埼玉県東南部都市連絡調整会議 常設の任意団体 草加市・越谷市・八潮市・
三郷市・吉川市・松伏町

松戸市政策推進課 市政総合研究室 自治体の内部組織 松戸市
港区政策創造研究所 自治体の内部組織 港区
新宿自治創造研究所 自治体の内部組織 新宿区
せたがや自治政策研究所 自治体の内部組織 世田谷区

（公財）荒川区自治総合研究所 公益財団法人 荒川区
三鷹ネットワーク大学推進機構 NPO 法人 三鷹市
町田市未来づくり研究所 自治体の内部組織 町田市
日野市地域戦略室 自治体の内部組織 日野市

（公財）東京市町村自治調査会 公益財団法人 東京都の多摩・島しょ地
域 26 市 5 町 8 村

さがみはら都市みらい研究所 自治体の内部組織 相模原市
横須賀市政策推進部 都市政策研究所 自治体の内部組織 横須賀市
鎌倉市政策創造課 自治体の内部組織 鎌倉市

みうら政策研究所 市内部の常設型の
提言機構 三浦市

伊勢原市政策研究所 自治体の内部組織 伊勢原市
上越市創造行政研究所 自治体の内部組織 上越市
甲斐市政策研究所 自治体の内部組織 甲斐市
駒ヶ根市政策研究所 常設の任意団体 駒ヶ根市
中野市政策研究所 自治体の内部組織 中野市

（一財）飛騨高山大学連携センター 一般財団法人 高山市
（公財）名古屋まちづくり公社　名古屋都市センター 公益財団法人 名古屋市
アシタのたかはま研究所 自治体の内部組織 高浜市
鈴鹿市政策経営部総合政策課 政策創造グループ 自治体の内部組織 鈴鹿市

表 4　都市シンクタンク等一覧

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志

1都市とガバナンス
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都市自治体・都市シンクタンク等の調査研究活動

都市シンクタンク等名 設置形態 設置団体名
草津未来研究所 自治体の内部組織 草津市

（公財）京都市景観・まちづくりセンター 公益財団法人 京都市
（公財）大学コンソーシアム京都 公益財団法人 京都市
（公財）堺都市政策研究所 公益財団法人 堺市
岸和田市企画調整部企画課 政策担当 自治体の内部組織 岸和田市
とよなか都市創造研究所 自治体の内部組織 豊中市

おおさか市町村職員研修研究センター
（マッセ OSAKA） 公益財団法人

（公財）大阪府市町村振
興協会（大阪府内の政令
指定都市を除く 31 市 9
町 1 村）

（公財）尼崎地域産業活性化機構 公益財団法人 尼崎市
（一財）下関 21 世紀協会 一般財団法人 下関市
西条市自治政策研究所 自治体の内部組織 西条市
北九州市立大学地域戦略研究所 大学の付置機関 北九州市立大学

（公財）福岡アジア都市研究所 公益財団法人 福岡市
佐世保市政策推進センター 自治体の内部組織 佐世保市
熊本市都市政策研究所 自治体の内部組織 熊本市

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志

1都市とガバナンス
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